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事　業　所　名 一ノ谷建設株式会社

代　表　者　名 草野　博明

所　在　地 （本社）　 東京都豊島区南池袋1丁目２５番９号今井ビル６階

TEL　03-3987-4334

FAX   03-3987-5003

 (資材置場） 東京都練馬区大泉町２丁目３８番１３号

環境管理責任者 並木　誠

事　業　内　容 東京都豊島区内を中心にした老朽化した道路の改修及び修理工事

土木工事業　　　　舗装工事業　　　

建設業許可番号 東京都知事許可（特-3）第12401号

設 立 年 月 日

事業の規模 資本金　：2028万円

売上額　：３億６千６百万円（令和4年6/1～令和5年5/31）

正規従業員数：　１0人　　パート　０人

事　業　年　度 ６月～翌年５月

　　認証・登録の対象範囲

下記の全組織及び全活動

対象事業所 本社（事務所）

資材置場（練馬区大泉町）

対象活動 土木工事業　 舗装工事業

会　社　概　要

昭和25年3月9日
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一ノ谷建設株式会社は、建設業の活動を通じて未来の地球環境が取り返しのつかない事態に

ならぬよう今出来る環境保全に継続的に取組みます。

事業活動に伴い継続的な環境改善への取組みを以下のように行います。

①　車両、重機、機械類のエコ運転に努め、燃料・二酸化炭素排出量を削減する。

②　入替の時期が来た車両は順次エコカーを導入する。

③　事業所は節電に努め二酸化炭素排出量を削減する。

④　節水に努め、水使用量を削減する。

⑤　建設廃棄物及び事務所から排出する廃棄物のリサイクルを推進する。

⑥　環境に配慮した施工を行う。

⑦　当社の事業活動において、関連する環境関連法規を遵守する。

⑧　環境活動レポートを作成し全従業員に周知させ環境コミュニケーションを推進する。

⑨　環境に配慮した遮熱性舗装、防音舗装、透水性舗装を行う。

令和　5年　7月　1日
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代 表 取 締 役 草 野 博 明

環　境　経　営　方　針

【基本理念】

【行動指針】

制定日　　

一 ノ 谷 建 設 株 式 会 社



EA21 事務局
・環境管理責任者を補佐し、従業員の全員参画によるEA21の活動を推進する

・EA21 関連文書の作成、改廃、保管、及び外部コミュニケーションの窓口
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環境管理責任者

・環境経営システムの構築、運用

・環境経営システムの実施状況を代表者に報告

・環境経営システムの教育、訓練計画の実施

・環境経営レポートの作成

主な役割・責任・権限

・EA21 環境経営システムに関する総括責任を負う

・環境経営方針の策定を行う

・環境経営システムの実施に必要な資源（人・物・金・時間）の用意をする

代表者

・環境管理責任者を任命する

・代表者による全体の評価と見直しを実施し必要な指示をする

・環境経営レポートの承認をする

・社内情報の外部公開の可否を決定する

・実施体制の構築をする

・課題とチャンスを明確にする

工事推進課長 工事係長 主任 主任

本社工事部 本社工事部 本社工事部 本社工事部

経理課長 取締役工事部長 工事部 課長

作成者 環境管理責任者

環境管理責任者 EA21　事務局

常務取締役 主任

本社総務：経理部 本社工事部 大泉資材置場部

EA21環境経営システム実施体制図

作成日 2023年7月1日
代表者

代表取締役 承認 代表者
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全従業員
・環境経営方針を周知理解し環境への取り組みのどの様な役割を担っているのか自覚する

・自部署における環境への自主的参加（節電、節水、エコ運転、環境に配慮した施工）

主な役割・責任・権限

総務経理部・工事部・
大泉資材置場部

・環境経営システムの各自部署の実施

・環境活動状況の実施と結果状況報告

・環境活動状況の問題点の改善提案



環境経営目標、達成状況、中長期計画

2023年度 2024年度 2025年度

CO2の削減（総量） kg-CO2 7,598.0 7,522.0 6,332.0 〇 1% 2% 3%
軽油使用量 工事 L 2,071.1 2,050.4 1,748.0 〇 1% 2% 3%
ガソリン使用量 事務所 L 732.9 725.6 785.4 × 1% 2% 3%
化学物質(ボンドトップ） 工事 ㎏ 170.0 - 50 - - - -
廃棄物
As塊 工事 ｔ 325.6 321.7 415.8 × 1% 2% 3%
CO塊鉄筋無 工事 ｔ 31.7 31.3 8.5 〇 1% 2% 3%
CO塊鉄筋有 工事 ｔ 0.5 0.4 0 〇 1% 2% 3%
汚泥 工事 ㎥ 11.0 10.8 9.1 〇 1% 2% 3%
廃棄物（廃プラ、木くず、紙くず等） 資材置場 ㎥ 22.1 21.8 8 〇 1% 2% 3%
一般廃棄物排出量 事務所 L（ゴミ袋） 2,257.0 2,234.0 1,104.0 〇 1% 2% 3%
リサイクル率アップ 工事 ％ 99% 99% 99% 〇 現状維持 現状維持 現状維持
水使用量 資材置場 ㎥ 17.5 17.3 13.0 〇 1% 2% 3%
環境に配慮した工事の受注 工事 件 1 1 0 × 1 2 2
1.工事現場では発電機を使用、本社オフィスは電気、水の使用量が建物単位で把握されており当社のみの使用量が不明、資材置場はほとんど電気使用量が
　ないため、電気使用量は目標としない。
2.化管法PRTR制度の第1種指定化学物質としてはノルマル-ブチル-2,  3-エポキシプロピルエーテル（ボンドトップ＝接着剤）があるが少量であるため目標にしていない。
3.評価　○：目標達成、△：目標95％以内、×：目標95％未満
4.環境に配慮した工事は、遮熱性舗装工事、低騒音舗装工事

実績値に対する分析

CO2について

産業廃棄物について

一般廃棄物について

節水活動について 削減努力を継続中

環境に配慮した工事について 案件が1件有ったが受注できず
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環境経営目標 場所 単位
基準年　2022年

8月～10月

本年度目標
2023年

8月～10月

社員のエコ意識の高まりにより目標を大きく上回り達成

受注した現場により増減有。　アスファルトの工事が増え、コンクリートの工事が減少

ガソリン使用量は現場立合い増加により増加したが、軽油使用量はエコ運転により減少

評価 中長期目標(%は基準年比削減）本年度実績



環境方針 代表者
環境管理
責任者

目標達成のため
の手段・日程

実施内容 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

※実施予定月を
　　→で表示 ①：現場でのアイドリングストップ

を教育により徹底する。

①：現場でのエコドライブを教育に
より徹底する。

②：事務所での「オフィス省電力管
理手順書」に基づいた省エネ実施

エコカーの導入(随時）

月別

2,533.0 2,533.0 2,532.0 2,533.0 2,533.0 2,533.0 2,533.0 2,533.0 2,533.0 2,533.0 2,533.0 2,226.3
累計

2,533.0 5,066.0 7,598.0 10,131.0 12,664.0 15,197.0 17,730.0 20,263.0 22,796.0 25,329.0 27,862.0 30,088.3
月別

2,001.1 2,278.6 2,052.3
累計

2,001.1 4,279.7 6,332.0 6,332.0 6,332.0 6,332.0 6,332.0 6,332.0 6,332.0 6,332.0 6,332.0 6,332.0
月別

742.0 709.7 598.7 631.8 796.7 825.7 739.5 787.3 730.3 602.2 517.6 446.4
累計

742.0 1,451.7 2,050.4 2,682.2 3,478.9 4,304.6 5,044.1 5,831.4 6,561.7 7,163.9 7,681.5 8,127.9
月別

482.3 627.8 637.9
累計

482.3 1,110.1 1,748.0 1,748.0 1,748.0 1,748.0 1,748.0 1,748.0 1,748.0 1,748.0 1,748.0 1,748.0
月別

274.8 197.3 253.4 304.8 253.9 347.7 380.8 317.0 346.3 366.3 307.7 285.0
累計

274.8 472.1 725.5 1,030.3 1,284.2 1,631.9 2,012.7 2,329.7 2,676.0 3,042.3 3,350.0 3,635.0
月別

326.2 284.0 175.2
累計

326.2 610.2 785.4 785.4 785.4 785.4 785.4 785.4 785.4 785.4 785.4 785.4

実績値
（ガソリン-L）
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部門長：実績値に対する分析（四半期毎）
（必要に応じて手順の見直しについて検討する）

11月1日
軽油に関してはエコ運転の呼びかけにより
目標達成。ガソリン車の使用頻度が現場
立会等が多くなったため達成できず。

月　　日 月　　日

11月1日
CO2削減目標は達成できた。
エコ運転とアイドリングストップも心がけ
る。

月　　日 月　　日

環境管理責任者確認 11月1日
エコ運転を行えば年間では達成できるよう
心がける。

月　　日 月　　日

社長確認

実績値
（軽油-L）

計画値
（ガソリン-L）

計画値
（CO2-kg)

計画値
（軽油-L）

実績値
（CO2-kg）

環境経営目標・環境経営計画 作成：　2023年8月1日

二酸化炭素の排出削減

実施部門 工事、総務、経理部

環境目標
二酸化炭素排出量を基準年比(2022年）1％削減する。
①工事における省エネの実施
②事務所における省エネの実施

草野
8／1

並木
8／1

月　　日

月　　日

月　　日

備考



環境方針 代表者
環境管理
責任者

目標達成のため
の手段・日程

実施内容 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

マニフェストによる適正管理

無駄な廃棄資材の出ない注文を
する

分別の徹底

月別

45.0 238.7 38.0 81.6 58.9 186.2 84.6 258.6 87.2 38.4 63.5 72.7
累計

45.0 283.7 321.7 403.3 462.2 648.4 733.0 991.6 1,078.8 1,117.2 1,180.7 1,253.4
月別

80.7 146.6 188.5
累計

80.7 227.3 415.8 415.8 415.8 415.8 415.8 415.8 415.8 415.8 415.8 415.8
月別

11.4 16.4 3.5 34.8 0.0 0.9 5.3 16.8 0.0 2.5 6.4 3.4

累計

11.4 27.8 31.3 66.1 66.1 67.0 72.3 89.1 89.1 91.6 98.0 101.4
月別

4.0 3.0 1.5
累計

4.0 7.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
月別

0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
累計

0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2.4
月別

0.0 0.0 0.0
累計

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
月別

1.3 2.3 7.1 2.5 0.9 2.6 2.6 3.3 4.5 0.7 2.3 2.0
累計

1.3 3.6 10.7 13.2 14.1 16.7 19.3 22.6 27.1 27.8 30.1 32.1
月別

1.9 3.7 3.5
累計

1.9 5.6 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
計画値

(リサイクル率-%)

月別

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
  実績値

（リサイクル率-％）
月別

99% 99% 99%
11月1日
As塊を除き達成できた。
10月に規模の大きい現場の受注が原因

月　　日 月　　日 月　　日
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社長確認 11月1日
As塊を除き達成確認

環境管理責任者確認 11月1日
As塊を除き達成できた。
受注の規模により結果が変わる

 計画値
(AS塊- t)

環境経営目標・環境経営計画 作成：　2023年8月1日

廃棄物排出量の削減

実施部門 工事部

月　　日 月　　日 月　　日

月　　日 月　　日月　　日

実績値
（CO塊鉄筋有-t）

部門長：実績値に対する分析（四半期毎）
（必要に応じて手順の見直しについて検討する）

計画値
(CO塊鉄筋無 -t）

実績値
（CO塊鉄筋無 -t）

計画値
（汚泥 ㎥）

実績値
（汚泥-㎥）

計画値
(CO塊鉄筋有 t）

実績値
（AS塊- t）

※実施予定月を
　　→で表示

環境目標
工事の産業廃棄物リサイクル率99％。現状維持する。
産業廃棄物の量を基準年（2022年）比1％削減する。

草野
8／1

並木
8／1

備考



環境方針 代表者
環境管理
責任者

目標達成のため
の手段・日程

実施内容 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

書類のペーパーレス化

ゴミの分別処理

使用済FAX用紙の再利用

月別
659.3 805.9 769.2 805.9 696.0 565.3 732.6 842.4 732.6 659.3 519.8 450.0

累計
659.3 1,465.2 2,234.4 3,040.3 3,736.3 4,301.6 5,034.2 5,876.6 6,609.2 7,268.5 7,788.3 8,238.3

月別
380.0 363.0 361.0

累計
380.0 743.0 1,104.0 1,104.0 1,104.0 1,104.0 1,104.0 1,104.0 1,104.0 1,104.0 1,104.0 1,104.0

8

月　　日 月　　日

実績値　　　　（L）

環境管理責任者確認 11月1日
達成できた。
さらにペーパーレス化可能なものは実施す
る。

月　　日 月　　日 月　　日

社長確認

部門長：実績値に対する分析（四半期毎）
（必要に応じて手順の見直しについて検討する）

11月1日
達成できた。
朝の現場報告書をペーパーレス化、裏紙
の有効利用

月　　日 月　　日

月　　日

環境経営目標・環境経営計画 作成：　2023年8月1日

廃棄物排出量の削減

実施部門 工事、総務、経理部

環境目標
事務所の一般廃棄物を基準年(2022年)比1％削減する。

草野
8／1

並木
8／1

備考

※実施予定月を
　　→で表示

月　　日

11月1日
目標達成を確認。

計画値　　　　(L）



環境方針 代表者
環境管理
責任者

目標達成のため
の手段・日程

実施内容 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

節水の呼びかけ

節水表示

現場の節水活動

月別

5.5 5.5 6.5 6.5 3.5 3.5 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0
累計

5.5 11 17.5 24 27.5 31.0 33.0 35.0 39.0 43.0 47.0 51.0
月別

4.5 4.0 4.5
累計

4.5 8.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
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社長確認 11月1日
節水目標達成を確認。

計画値
（資材置場のみ　-

㎥）

実績値
（資材置場のみ　-

㎥）

環境管理責任者確認 11月1日
EA21取得のため水を使わない洗車の実施
により目標達成。

月　　日 月　　日 月　　日

部門長：実績値に対する分析（四半期毎）
（必要に応じて手順の見直しについて検討する）

11月1日
EA21取得のため節水等の呼びかけにより
目標達成。

月　　日 月　　日 月　　日

月　　日月　　日 月　　日

備考

※実施予定月を
　　→で表示

環境経営目標・環境経営計画 作成：　2023年8月1日

節水活動の推進

実施部門 工事、総務、経理部

環境目標
オフィス及び資材置場の節水活動の推進

草野
8／1

並木
8／1



環境方針 代表者
環境管理
責任者

目標達成のため
の手段・日程

実施内容 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

遮熱性舗装、防音舗装の積極的
な受注

月別
0 0 0

累計
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
0

環境管理責任者確認 11月1日
今期環境に配慮した舗装の案件は0件で
あった。

月　　日 月　　日 月　　日

社長確認

部門長：実績値に対する分析（四半期毎）
（必要に応じて手順の見直しについて検討する）

11月1日
今期環境に配慮した舗装の案件は0件で
あった。通常の舗装工事1件受注

月　　日 月　　日 月　　日

月　　日 月　　日11月1日
今期環境に配慮した舗装の案件は0件を
確認

月　　日

実績値
(件)

備考

※実施予定月を
　　→で表示

環境経営目標・環境経営計画 作成：　2023年8月1日

環境に配慮した舗装

実施部門 工事部

環境目標
遮熱性舗装、防音舗装の年間1件の受注

草野
8／1

並木
8／1



環境経営目標、達成状況、中長期計画

2024年度 2025年度 2026年度

CO2の削減 kg-CO2 30,392.2 30,088.3 2% 3% 3%
　軽油使用量 工事 L 8,398.3 8,314.3 2% 3% 3%
　ガソリン使用量 事務所 L 3760.6 3723.1 2% 3% 3%
化学物質(ボンドトップ） 工事 ㎏ 410.0 405.9 - - -
廃棄物 2% 3% 3%
As塊 工事 ｔ 1510.5 1495.4 2% 3% 3%
CO塊鉄筋無 工事 ｔ 97.3 96.3 2% 3% 3%
CO塊鉄筋有 工事 ｔ 12.0 11.9 2% 3% 3%
汚泥 工事 ㎥ 34.8 34.5 2% 3% 3%
廃棄物（廃プラ、木くず、紙くず等） 資材置場 ㎥ 69.8 69.1 2% 3% 3%
　一般廃棄物排出量 事務所 L（ゴミ袋） 8,933.0 8,843.7 2% 3% 3%
　リサイクル率アップ 工事 ％ 99% 99% 現状維持 現状維持 現状維持
水使用量 資材置場 ㎥ 17.5 17.3 2% 3% 3%
環境に配慮した工事の受注 工事 件 1 1 2 2 2
1.工事現場では発電機を使用、本社オフィスは電気、水の使用量が建物単位で把握されており当社のみの使用量が不明、資材置場はほとんど電気使用量が
　ないため、電気使用量は目標としない。
2.化管法PRTR制度の第1種指定化学物質としてはノルマル-ブチル-2,  3-エポキシプロピルエーテル（ボンドトップ＝接着剤）があるが少量であるため目標にしていない。
3.評価　○：目標達成、△：目標95％以内、×：目標95％未満
4.環境に配慮した工事は、遮熱性舗装工事、低騒音舗装工事

環境経営目標、達成状況、中長期計画次年度の主な取組み

1.二酸化炭素（CO2) 現場でのアイドリングストップを教育により徹底する

現場でのエコドライブを教育により徹底する

事務所での「オフィス省電力管理手順書」に基づいた省エネ実施

エコカーの導入（随時）
2.廃棄（産廃） マニフェストによる適正管理

無駄な廃棄資材の出ない注文をする

分別の徹底

3.廃棄（一廃） 書類のペーパーレス化

ゴミの分別処理

使用済FAX用紙の再利用

4.リサイクル率 建設リサイクル法に基づいて、リサイクル率を維持する

5.水 節水の呼びかけ

節水表示

現場の節水

6.環境に配慮した工事 遮熱性、防音舗装の積極的な受注

1
1

取引先となる自治体の規定に基づき、産廃処理業者を訪問し、適正にリサイクル処理をしている
か現地確認を行う。

評価
昨年度実績

2023年
8月～10月

中長期目標(%は基準年比削減）環境経営目標 場所 単位
基準年　2022年

8月～5月

本年度目標
2023年

8月～5月
本年度実績



承認 作成

作成・改訂日：2023年8月1日

順守評価日：2023年11月1日

環境関連法規等の遵守確認及び評価の結果、対象期間に違反及び訴訟はありませんでした

規　制

基準等

廃掃法 一般廃棄物の処理 第6条の2

第6項

事業者は、一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合

は、一般廃棄物収集運搬又は処分業者その他環境省令で定める

者にそれぞれ委託する。

総務：経理部

産業廃棄物の処理 第11条 事業者は産業廃棄物を自ら処理すること 産廃：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻､ｺﾝｸﾘｰﾄ殻､木

くず､廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、汚泥

特管産廃：該当なし

工事部

産業廃棄物等の保管基準

特別管理産業廃棄物の保管基

準

第12条2項

第12条の2　2項

産業廃棄物等の保管基準

特別管理産業廃棄物の保管基準

参考）特別管理産業廃棄物：爆発性、毒性、感染性その他の人

の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有

する廃棄物

保管基準：産廃の飛散、流

出、地下水への浸透、悪臭

防止

定常的な廃棄物置場は1箇所

（練馬区 建材置き場）

大泉資材置場部

掲示板の設置（産業廃棄物） 第12条2項 掲示板は60×60cm以上、周囲に囲い、仕切り（特管）を設け

る。

表示：廃棄物の種類、管理

者名と連絡先

＊産廃の看板の設置が必要 大泉資材置場部

産業廃棄物の 処理 第12条5項、6項 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合

は、産業廃棄物収集運搬又は処分業者その他環境省令で定める

者にそれぞれ委託する。

工事部

運搬・処分を他人に委託する際は政令で定める基準に従い委託

しなければならない。

委託契約は書面で実施

委託契約書の記載内容：種

類、数量、運搬最終目的地

等

許可証の写しを添付

工事部

契約書及び契約書に添付された書類は契約終了日から5年間保存

しなければならない

工事部

事業者の処理確認 第12条7項 産廃の運搬、処分を委託する場合には、産廃処理状況に関する

確認を行い、最終処分終了までの一連の処理工程が適正処理さ

れるために、必要な措置を講ずるよう努める。

・努力義務

・所在地の条例

工事部

産業廃棄物等の処理計画の作

成義務等

第12条9項、10

項

第12条の2

産業廃棄物等の処理に関する計画の作成義務および実施状況の

報告義務

産業廃棄物 1000t/年以上

（多量排出事業者）

当社は多量排出事業者に該当

前年排出量1690ｔ

工事部

ﾏﾆﾌｪｽﾄ(管理票)の交付・ 保存

等

第12条の3第1項 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 収集運搬業者に産廃を引き

渡す際に交付する

工事部

ﾏﾆﾌｪｽﾄ(管理票)の交付・ 保存

等

第12条の3第2項

第6項

マニフェスト A票、B2票、D票、E票の保存義務（積替え保管が

ある場合はB4、B6も）

保存 5年 工事部

ﾏﾆﾌｪｽﾄ(管理票)の交付・ 保存

等

第12条の3第8項 ①「管理票写し」 の送付が無いときの、状況確認及び知事へ報

告

②処理業者等から処理困難通知受けたときの、状況把握および

適切な措置

B2票、D票（B4、B6）　90

日以内

E票　180日以内

工事部

定期報告 第12条の3第7項 管理票に関する報告書の提出 毎年6月30日まで 工事部

電子ﾏﾆﾌｪｽﾄの使用 第12条の5 ﾏﾆﾌｪｽﾄ（紙）に代わって電子ﾏﾆﾌｪｽﾄを使用することができる 排出事業者と委託先の収集

運搬業者及び処分業者の3者

が電子ﾏﾆﾌｪｽﾄに参加してい

る必要がある。

当社は電子マニフェストを使用

していない。

運搬車への表示、書面の備え

付け

第12条第1項 自社の産業廃棄物をみずから運搬する場合、自動車に「産業廃

棄物収集運搬車」と会社名の表示、および右記の内容を記した

書類の携帯が必要

・氏名又は名称及び住所

・産廃の種類・数量

・産廃を積載した日

・積載した事業場及び運搬

先の事業場の名称・所在

地・連絡先

工事部

東京都廃棄物条

例

産業廃棄物管理責任者の選任 第14条 産業廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、産廃を生ずる事

業場ごとに産業廃棄物管理責任者を置く

責任者：並木 工事部

騒音規制法 指定地域内の特定建設作業の

届出

第14条 指定地域内で特定建設作業を行う者はその7日前までに市町村長

に届け出なけれならない。

バックホー：静音型のため規制

対象外　　　　　　　　　ブ

レーカー：手持ち式のため規制

対象外

工事部

振動規制法 指定地域内の特定建設作業の

届出

第14条 指定地域内で特定建設作業を行う者はその7日前までに市町村長

に届け出なけれならない。

工事部

建設リサイクル

法

受注者の分別解体等の義務 第9条 特定建設資材を用いた建築物等の解体・新築工事で一定基準以

上のものの受注者は分別解体等を実施しなくてはならない。

建築物以外の工作物に係わ

る解体工事又は新築工事の

場合：

請負金額500万円以上

特定建設資材：

コンクリート/コンクリート及

び鉄からなる建設資材/木材/ア

スファルトコンクリート

工事部

対象建設工事の届出に係る事

項の説明等

第12条 元請業者は、発注者に書面で「発注者は解体7日前までに知事へ

届出の義務があること」及び「届け出の内容」を説明しなくて

はならない。

工事部

対象建設工事の請負契約に係

る書面の記載事項

第13条 元請業者は、建設業法（昭和二十四年法律第百号）第十九条第

一項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要す

る費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又

は記名押印をして相互に交付しなければならない。

分別解体等の方法/解体工事

に要する費用/再資源化等を

するための施設の名称及び

所在地/再資源化等に要する

費用　を記載

工事部

再資源化等実施義務 第16条 元請業者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物に

ついて、再資源化をしなければならない。

工事部

発注者への報告等 第18条 対象建設工事の元請業者は、リサイクル等が完了したときは、

発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況

に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

再資源化等が完了した年月

日/再資源化等をした施設の

名称及び所在地/再資源化等

に要した費用を報告

工事部

家電リサイクル

法

事業者及び消費者の責務 第6条 特定家庭機器を長期間使用することでの廃棄物減量化と排出し

たものの再商品化のため、収集・運搬・再商品化製造業者に引

渡し、確実に再商品化しなければならない。

家庭用モデルのエアコン、テレ

ビ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機

総務：経理部

略称 法令名

廃掃法： 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

家電リサイクル法： 「特定家庭用機器再商品化法」

建設リサイクル法： 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
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遵法

遵法

「環境関連法規一覧」
代表者

草野

環境管理責任者

並木

法律 要 求 事 項 該 当 条 項 要 求 内 容 該当施設・物 管理部署
順守評価結果

(2023年11月に実施）

産業廃棄物の委託基準 第12条6項

遵法

遵法

遵法

遵法

遵法

遵法

遵法

遵法

該当する作業なし

遵法

使用なし

遵法

遵法

遵法

遵法

遵法

遵法

期間中の特定家庭用機器の廃棄

なし

遵法

遵法

遵法

遵法



 
作成者：草野博明

作成日：2023年11月1日

代表者の評価及び指示事項

下記事項を踏まえて、対象期間を総括し、今後の取

り組みについて代表者の考えを記載します。

・目標・計画の達成状況

・組織を取り巻く経済環境

・組織の課題とチャンス

環境法令についてはの確認と改正の有無等の適所

チェック

現場の責任者により対応、苦情、要望等にできるか

ぎりの事は実施、不可能なことは理解を求める。

前回のマネジメントレビューはない。

各社員がそれぞれに意識をもって取り組んでいる。

有 無 認証取得を目指しており、現状では変更の必要なし

有 無 認証取得を目指しており、現状では変更の必要なし

有 無 認証取得を目指しており、現状では変更の必要なし

有 無 認証取得を目指しており、現状では変更の必要なし

代表者による全体の評価と見直し結果

実施日 2023年11月1日

レビュー項目

①環境経営計画の実施状況・環境目標の達成状況

環境経営計画の変更の必要

性

現行システムの変更の必要

性

②環境関連法規

13

③苦情を含む社外の利害関係者からのコミュニケーショ

ン

代表者の総括的指示事項

社員一人一人にエコ活動の意識を高く持ち続けるよう指示、具体的になにがエコ

活動になるのかを理解しあった。

弊社の活動のみならず下請け会社にも同様のエコ活動の協力が必要。

④前回のマネジメントレビューでの・指示事項への対応

状況

⑤その他

環境経営方針の変更の必要

性
変

更

の

必

要

性

環境経営目標の変更の必要

性


